
議案第１１号 

 

   北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 

 

  平成３０年２月２３日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

   提案理由 

 

 この案を提出するのは、国民健康保険事業に要する費用となる事業費納

付金に充てる国民健康保険税について定めるとともに、財政基盤の安定を

図ることを目的として、被保険者の国民健康保険税の負担を見直すことに

伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからである。 



北名古屋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

北名古屋市国民健康保険税条例（平成１８年北名古屋市条例第５８号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

算額とする。 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付

金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の

納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑵ 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる

部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

 ⑶ 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保

険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充

てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。



以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、「及び資産割額」を

削り、同条第３項中「第１項」を「第１項第２号」に改め、「及び資産割

額」を削り、「１８万円」を「１９万円」に改め、同条第４項中「第１項」

を「第１項第３号」に改め、「（国民健康保険の被保険者のうち介護保険

法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）」及

び「及び資産割額」を削り、「１４万円」を「１６万円」に改める。  

第３条第１項中「１００分の５．５」を「１００分の５．９」に改める。  

第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

第５条中「１万７，２００円」を「１万８，８００円」に改める。  

第５条の２第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「１９，

８００円」を「１９，５００円」に改め、同条第２号中「９，９００円」

を「９，７５０円」に改め、同条第３号中「１４，８５０円」を「１４，

６２５円」に改める。 

第６条中「１００分の１．８」を「１００分の２．０」に改める。  

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

第７条の２中「５，６００円」を「６，６００円」に改める。  

第７条の３第１号中「７，０００円」を「６，７００円」に改め、同条

第２号中「３，５００円」を「３，３５０円」に改め、同条第３号中「５，

２５０円」を「５，０２５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．５」を「１００分の１．７」に改める。  

第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

第９条の２中「５，０００円」を「６，５００円」に改める。  

 第１２条第１項を次のように改める。 

 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとす

る。 

 第１期 ７月１日から同月３１日まで 



 第２期 ８月１日から同月３１日まで             

 第３期 ９月１日から同月３０日まで 

 第４期 １０月１日から同月３１日まで 

 第５期 １１月１日から同月３０日まで 

 第６期 １２月１日から同月２５日まで 

 第７期 翌年１月１日から同月３１日まで 

 第８期 翌年２月１日から同月末日まで 

 第９期 翌年３月１日から同月３１日まで 

 第２１条及び第２２条を次のように改める。 

第２１条及び第２２条 削除 

第２３条各号列記以外の部分中「１８万円」を「１９万円」に、「１４ 

万円」を「１６万円」に改め、同条第１号ア中「１２，０４０円」を「１

３，１６０円」に改め、同号イ(ア)中「１３，８６０円」を「１３，６５０

円」に改め、同号イ(イ)中「６，９３０円」を「６，８２５円」に改め、同

号イ(ウ)中「１０，３９５円」を「１０，２３８円」に改め、同号ウ中「３，

９２０円」を「４，６２０円」に改め、同号エ (ア)中「４，９００円」を「

４，６９０円」に改め、同号エ(イ)中「２，４５０円」を「２，３４５円」

に改め、同号エ(ウ)中「３，６７５円」を「３，５１８円」に改め、同号オ

中「３，５００円」を「４，５５０円」に改め、同条第２号ア中「８，６

００円」を「９，４００円」に改め、同号イ(ア)中「９，９００円」を「９，

７５０円」に改め、同号イ(イ)中「４，９５０円」を「４，８７５円」に改

め、同号イ(ウ)中「７，４２５円」を「７，３１３円」に改め、同号ウ中「

２，８００円」を「３，３００円」に改め、同号エ (ア)中「３，５００円」

を「３，３５０円」に改め、同号エ(イ)中「１，７５０円」を「１，６７５

円」に改め、同号エ(ウ)中「２，６２５円」を「２，５１３円」に改め、同

号オ中「２，５００円」を「３，２５０円」に改め、同条第３号ア中「３，

４４０円」を「３，７６０円」に改め、同号イ (ア)中「３，９６０円」を「

３，９００円」に改め、同号イ(イ)中「１，９８０円」を「１，９５０円」

に改め、同号イ(ウ)中「２，９７０円」を「２，９２５円」に改め、同号ウ

中「１，１２０円」を「１，３２０円」に改め、同号エ (ア)中「１，４００



円」を「１，３４０円」に改め、同号エ (イ)中「７００円」を「６７０円」

に改め、同号エ(ウ)中「１，０５０円」を「１，００５円」に改め、同号オ

中「１，０００円」を「１，３００円」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 改正後の北名古屋市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。  


